
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

地

域

医

療

支

援

病

院

の

平

成

二

十

六

年

度

の

業

医

療

推

進

課

務

報

告

書

の

公

表

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

岡

山

県

公

報

平成２８年１月８日 第１１７５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

そ
よ
か
ぜ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

津
山
市
中
原
三
八
五

一

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日

－

レ
シ
ピ
コ
ー
モ
ト
薬
局

倉
敷
市
玉
島
一
六
五
一

一

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

さ
い
わ
い
薬
局

真
庭
市
福
田
二
七
九

一

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

支
援
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
コ
ス
モ
ス

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
上
河
原
五
一
三

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
レ
ッ
ツ

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
小
原
九
一
二
番
地

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
二
一
六
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援
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◎
岡
山
県
告
示
第
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

井
原
福
山
港
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

井
原
市
大
江
町
字
八
ケ
ソ
コ
三
三
三
五
番
四
地

新

三
一
四
・
〇

先
か
ら

一
〇
・
四
～

井
原
市
大
江
町
字
室
木
二
九
五
二
番
二
地
先
ま

二
九
・
八

で井
原
市
大
江
町
字
八
ケ
ソ
コ
三
三
三
五
番
四
地

旧

三
一
四
・
〇

先
か
ら

七
・
八
～

井
原
市
大
江
町
字
室
木
二
九
五
二
番
二
地
先
ま

二
六
・
六

で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

下
御
領
井
原
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域
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別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

井
原
市
大
江
町
字
宮
地
三
一
六
九
番
一
地
先
か

新

一
〇
三
三
・
七

ら

一
一
・
〇
～

井
原
市
大
江
町
字
中
田
二
三
五
一
番
一
地
先
ま

三
一
・
〇

で井
原
市
大
江
町
字
宮
地
三
一
六
九
番
一
地
先
か

旧

一
〇
六
〇
・
七

ら

四
・
〇
～

井
原
市
大
江
町
字
中
田
二
三
五
一
番
一
地
先
ま

二
四
・
四

で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

下
鴫
川
上
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

七
八
・
八

高
梁
市
川
上
町
仁
賀
字
岩
ノ
谷
九
一
一
番
一
地

九
・
六
～

内

二
九
・
六

高
梁
市
川
上
町
仁
賀
字
岩
ノ
谷
九
一
一
番
一
地

七
・
二
～

旧

七
八
・
八

内

二
二
・
八

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

余
野
上
久
米
線

三

道
路
の
区
域
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新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

津
山
市
宮
部
上
字
中
の
段
一
一
二
七
番
地
先
か

新

三
五
・
〇

ら

四
・
一
～

津
山
市
宮
部
上
字
毘
沙
田
一
一
二
八
番
一
地
先

一
九
・
四

ま
で

津
山
市
宮
部
上
字
中
の
段
一
一
二
七
番
地
先
か

旧

三
五
・
〇

ら

四
・
〇
～

津
山
市
宮
部
上
字
毘
沙
田
一
一
二
八
番
一
地
先

五
・
〇

ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

余
野
上
久
米
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
七
～

津
山
市
宮
部
上
字
田
添
一
〇
二
一
番
地
先
か
ら

津
山
市
宮
部
上
字
田
添
一
〇
二
二
番
一
地
先
ま

新

九
四
・
〇

一
四
・
〇

で津
山
市
宮
部
上
字
田
添
一
〇
二
一
番
地
先
か
ら

津
山
市
宮
部
上
字
田
添
一
〇
二
二
番
一
地
先
ま

旧

九
四
・
〇

二
・
二
～三

・
八

で
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一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

余
野
上
久
米
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

一
〇
六
・
〇

津
山
市
宮
部
上
字
大
畑
九
六
三
番
二
地
先
か
ら

四
・
二
～

津
山
市
宮
部
上
字
大
門
六
五
五
番
一
地
先
ま
で

一
三
・
八

旧

一
〇
六
・
〇

津
山
市
宮
部
上
字
大
畑
九
六
三
番
二
地
先
か
ら

三
・
〇
～

津
山
市
宮
部
上
字
大
門
六
五
五
番
一
地
先
ま
で

六
・
六

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

余
野
上
久
米
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

一
〇
七
・
〇

津
山
市
宮
部
上
字
大
門
六
五
五
番
二
地
先
か
ら

六
・
〇
～

津
山
市
宮
部
上
字
榎
﨏
六
四
三
番
三
地
先
ま
で

一
一
・
〇

旧

一
〇
七
・
〇

津
山
市
宮
部
上
字
大
門
六
五
五
番
二
地
先
か
ら

三
・
六
～

津
山
市
宮
部
上
字
榎
﨏
六
四
三
番
三
地
先
ま
で

一
一
・
〇
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◎
岡
山
県
告
示
第
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

井
原
福
山
港

井
原
市
大
江
町
字
八
ケ
ソ
コ
三
三
三
五
番
四
地
先
か

平
成
二
十
八

線

ら

年
一
月
八
日

井
原
市
大
江
町
字
室
木
二
九
五
二
番
二
地
先
ま
で

下
御
領
井
原

井
原
市
大
江
町
字
宮
地
三
一
六
九
番
一
地
先
か
ら

線

井
原
市
大
江
町
字
中
田
二
三
五
一
番
一
地
先
ま
で

下
鴫
川
上
線

高
梁
市
川
上
町
仁
賀
字
岩
ノ
谷
九
一
一
番
一
地
内

余
野
上
久
米

津
山
市
宮
部
上
字
中
の
段
一
一
二
七
番
地
先
か
ら

線

津
山
市
宮
部
上
字
毘
沙
田
一
一
二
八
番
一
地
先
ま
で

津
山
市
宮
部
上
字
田
添
一
〇
二
一
番
地
先
か
ら

津
山
市
宮
部
上
字
田
添
一
〇
二
二
番
一
地
先
ま
で

津
山
市
宮
部
上
字
大
畑
九
六
三
番
二
地
先
か
ら

津
山
市
宮
部
上
字
大
門
六
五
五
番
一
地
先
ま
で

津
山
市
宮
部
上
字
大
門
六
五
五
番
二
地
先
か
ら

平成２８年１月８日　岡山県公報　第１１７５０号



津
山
市
宮
部
上
字
榎
﨏
六
四
三
番
三
地
先
ま
で
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〔
七
〕
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
の

あ
っ
た
地
域
医
療
支
援
病
院
の
平
成
二
十
六
年
度
の
業
務
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

業
務
報
告
書
を
提
出
し
た
地
域
医
療
支
援
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

１

岡
山
中
央
病
院

岡
山
市
北
区
伊
島
北
町
六

三
－

２

赤
磐
医
師
会
病
院

赤
磐
市
下
市
一
八
七

一

－

３

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
岡
山
医
療
セ
ン
タ
ー

岡
山
市
北
区
田
益
一
七
一
一

一

－

４

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
岡
山
労
災
病
院

岡
山
市
南
区
築
港
緑
町
一
丁
目
一
〇

二
五

－

５

心
臓
病
セ
ン
タ
ー
榊
原
病
院

岡
山
市
北
区
中
井
町
二
丁
目
五

一

－

６

総
合
病
院
岡
山
赤
十
字
病
院

岡
山
市
北
区
青
江
二
丁
目
一

一

－

７

一
般
財
団
法
人
操
風
会
岡
山
旭
東
病
院

岡
山
市
中
区
倉
田
五
六
七

一

－

８

岡
山
済
生
会
総
合
病
院

岡
山
市
北
区
伊
福
町
一
丁
目
一
七

一
八

－

９

公
益
財
団
法
人
大
原
記
念
倉
敷
中
央
医
療
機
構
倉
敷
中
央
病
院

倉
敷
市
美
和
一
丁
目
一

一

－

津
山
中
央
病
院

10

津
山
市
川
崎
一
七
五
六

岡
山
市
立
市
民
病
院

11

岡
山
市
北
区
北
長
瀬
表
町
三
丁
目
二
〇

一

－

二

公
表
の
場
所

岡
山
県
保
健
福
祉
部
医
療
推
進
課
及
び
同
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p

/
s
o
s
h
i
k
i
/
3
4
/

）
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〔
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
岡
山
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事
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